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これは，福山市地域福祉計画 2022 のテキスト版です。 

 

 

福山市地域福祉計画 2022 

 

 

福山市 れいわ４年３月 
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第１章，計画の策定に当たって 

１，計画の策定に当たって 

（１）策定の背景と趣旨 

「地域福祉」では，すべての人が人間としての尊厳を持ち，家庭や地域社会の中で，そ

の人らしく安心して生活できるよう，行政や地域住民，団体等が協力し合い，共に生き支

え合う地域社会を形成するための取組や仕組みづくりが求められています。 

本市では，2017年（平成 29 年）３月に「福山市地域福祉計画 2017」（以下「前計

画」という。）を策定しました。基本理念を，「一人ひとりの人権が尊重され，住み慣れた

地域で心豊かに，夢を持ち続けて暮らすことができるまち，ふくやま」とし，この実現に

向けた基本目標として「誰もが活躍できるまちづくり」，「安心・安全にくらせるまちづく

り」，「お互いに支え，支えられるまちづくり」，「多様な主体同士のネットワークづくり」

を掲げ，関わり合うきっかけづくりや人づくり，地域福祉に関する情報発信，相談対応な

どの施策を推進してきました。高齢者や障がい者，子ども，生活困窮者など，対象者や分

野ごとに公的サービスの充実にも取り組んできたところです。 

一方で，本市を含む全国的な傾向として，しょうし高齢化・人口減少の進行をはじめ，

地域のつながりの希薄化や一人暮らし高齢者・高齢者のみの世帯・認知症高齢者の増加，

子どもの貧困，虐待，ひきこもりなどといった様々な課題が生じており，地域福祉を取り

巻く環境は大きく変化しています。 

そして，国においては，制度・分野の枠や，「支える側」，「支えられる側」という従来

の関係を超えて，人と人，人と社会がつながり，一人ひとりが生きがいや役割を持ち，助

け合いながら暮らしていくことができる「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められ

ています。 

また，近年，誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向けた世界共通の目標である

エスディージーズの取組が注目されています。このエスディージーズの実現をめざすこ

とは，持続可能な地域社会の確立に資するものであり，地域福祉の考え方ともつながるこ

とから，各施策にエスディージーズの視点を取り入れていくことも重要です。 

この度，前計画が 2021 年度（令和３年度）で終了することから，新たに「福山市地

域福祉計画 2022」（以下「本計画」という。）を策定します。社会保障・地域福祉に関す

る現状やその変化を踏まえる中で，これまでの取組を基盤に，地域福祉をより一層向上さ

せることで，地域共生社会を実現してまいります。 
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２，地域福祉計画の位置づけ 

（１）法的位置づけ 

地域福祉計画とは，地域住民等による地域福祉の推進のため，分野ごとの様々な福祉施

策を横につないで総合的に対応できる仕組みづくりのほか，社会福祉に関する活動を行

う者同士のネットワークの構築など，地域で暮らす人の困りごとや福祉の問題について，

地域全体で連携し取り組むための考え方や方策を行政が示すものです。 

 

（２）他の計画との関連 

本計画は，上位計画である「福山みらい創造ビジョン（第五次福山市総合計画第２期基

本計画）」との整合をとりつつ，「福山市高齢者保健福祉計画・福山市介護保険事業計画」，

「福山市障がい者プラン」，「福山市ネウボラ事業計画」，「ふくやま健康フクイク 21いき

いきプラン」など地域福祉に関連するいずれの計画にも共通する事項を定めたものです。 

福山市社会福祉協議会が策定する「福山市地域福祉活動計画」は，住民やボランティア

団体，福祉団体の参加を得て，地域福祉活動やボランティア活動を進めていくうえでの具

体的な取組の方針を示すものです。 

本計画はこれらの関係計画と一体となって地域福祉を推進するものです。 

 

３，計画期間 

計画期間は，他の福祉分野の計画期間との整合性や，福祉をはじめ，生活関連分野におけ

る社会経済情勢の変化などを考慮し，2022 年度（令和４年度）から 2026 年度（令和８

年度）までの５年間とします。 

 

 

４，地域福祉の様々なエリア 

本計画では，まちづくりやこれまでの地域福祉活動のエリアとの整合をとりながら，エリ

アの区分に応じた機能，役割をもって地域福祉を推進します。 
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５，地域福祉を取り巻く現状 

（１）人口と将来推計 

本市の総人口は，国勢調査によると，2015 年（平成 27 年）までは増加傾向で推移

していましたが，2020年（令和２年）は 460930 人と，前回調査に比べ 3881 人の

減となっており，初めて減少に転じました。 

国立社会保障・人口問題研究所によると，総人口は今後も減少を続けるものと見込まれて

います。その中で，しょうし高齢化を表すかのように，これからの社会の担い手である年少

人口（0から14歳）・生産年齢人口（15から64歳）は減少傾向，高齢者人口（65歳以

上）は増加傾向となっています。 

65 歳以上の高齢人口は増加の一途をたどっており，今後は，団塊ジュニア世代が生産年

齢人口から高齢人口に移行するため，高齢化はさらに加速していきます。 

 

年齢３区分別人口の推移は次のとおりです。 

国勢調査，各年10月１日現在の人数です。年齢不詳の人口があるため，計は一致しませ

ん。 

 

2000年（平成12年） 

0から14歳，70875人 

15から64歳，307751人 

65歳以上，77917人 

総人口，456908人 

高齢化率，17.1％ 

 

2005年（平成17年） 

0から14歳，67325人 

15から64歳，298507人 

65歳以上，91432人 

総人口，459087人 

高齢化率，19.9％ 

 

2010年（平成22年） 

0から14歳，64738人 

15から64歳，281828人 

65歳以上，105858人 

総人口，461357人 

高齢化率，22.9％ 
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2015年（平成27年） 

0から14歳，64496人 

15から64歳，271739人 

65歳以上，123441人 

総人口，464811人 

高齢化率，26.6％ 

 

2020年（令和２年） 

0から14歳，60655人 

15から64歳，260383人 

65歳以上，132167人 

総人口，460930人 

高齢化率，28.7％ 

 

です。 

 

 

人口将来展望は次のとおりです。2040年（令和22年）に希望出生率1.90を達成する

ことを見込んで独自推計をおこなっています。 

福山市人口将来展望分析より。 

 

2015年 

15歳未満，64600人 

15から64歳，275200人 

65歳以上，125000人 

総人口，464800人 

年少人口比率，13.9％ 

生産年齢人口比率，59.2％ 

高齢化率，26.9％ 
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2020年 

15歳未満，64600人 

15から64歳，267900人 

65歳以上，134200人 

総人口，466800人 

年少人口比率，13.8％ 

生産年齢人口比率，57.4％ 

高齢化率，28.8％ 

 

2025年 

15歳未満，63900人 

15から64歳，265700人 

65歳以上，135900人 

総人口，465500人 

年少人口比率，13.7％ 

生産年齢人口比率，57.1％ 

高齢化率，29.2％ 

 

2030年 

15歳未満，63400人 

15から64歳，263400人 

65歳以上，134900人 

総人口，461800人 

年少人口比率，13.7％ 

生産年齢人口比率，57.0％ 

高齢化率，29.2％ 

 

2035年 

15歳未満，62800人 

15から64歳，258000人 

65歳以上，135100人 

総人口，456000人 

年少人口比率，13.8％ 

生産年齢人口比率，56.6％ 

高齢化率，29.6％ 
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2040年 

15歳未満，63100人 

15から64歳，244800人 

65歳以上，141000人 

総人口，448800人 

年少人口比率，14.1％ 

生産年齢人口比率，54.5％ 

高齢化率，31.4％ 

 

2045年 

15歳未満，62800人 

15から64歳，236400人 

65歳以上，141800人 

総人口，440900人 

年少人口比率，14.2％ 

生産年齢人口比率，53.6％ 

高齢化率，32.2％ 

 

2050年 

15歳未満，61700人 

15から64歳，231300人 

65歳以上，140300人 

総人口，433300人 

年少人口比率，14.2％ 

生産年齢人口比率，53.4％ 

高齢化率，32.4％ 

 

2055年 

15歳未満，60100人 

15から64歳，228200人 

65歳以上，137000人 

総人口，425300人 

年少人口比率，14.1％ 

生産年齢人口比率，53.7％ 

高齢化率，32.2％ 
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2060年 

15歳未満，58800人 

15から64歳，225400人 

65歳以上，132100人 

総人口，416300人 

年少人口比率，14.1％ 

生産年齢人口比率，54.1％ 

高齢化率，31.7％ 

 

です。 

 

 

 

（２）世帯の状況 

一般世帯すうは年々増加していますが，ひとせたい当たり人員は減少傾向で推移して

います。 

また，高齢単身世帯・高齢夫婦世帯や父子世帯・母子世帯は増加傾向にあります。 

 

世帯数及びひとせたい当たり人員の推移は次のとおりです。 

国勢調査，各年10月１日現在の世帯数及びひとせたい当たり人員です。 

 

2000年（平成12年） 

世帯数，159292世帯 

ひとせたい当たり人員，2.83人 

 

2005年（平成17年） 

世帯数，166825世帯 

ひとせたいたり人員，2.7人 

 

2010年（平成22年） 

世帯数，178411世帯 

ひとせたいたり人員，2.54人 

 

2015年（平成27年） 

世帯数，185180世帯 

ひとせたい当たり人員，2.5いちにん 
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2020年（令和２年） 

世帯数，192976世帯 

ひとせたい当たり人員，2.2いちにん 

 

です。 

 

 

高齢者世帯すうの推移は次のとおりです。 

国勢調査，各年10月１日現在の高齢者世帯数です。 

 

2000年（平成12年） 

高齢単身世帯，8773世帯 

高齢夫婦世帯，12231世帯 

高齢者のいる世帯，52861世帯 

 

2005年（平成17年） 

高齢単身世帯，11766世帯 

高齢夫婦世帯，15333世帯 

高齢者のいる世帯，60700世帯 

 

2010年（平成22年） 

高齢単身世帯，14576世帯 

高齢夫婦世帯，18826世帯 

高齢者のいる世帯，68880世帯 

 

2015年（平成27年） 

高齢単身世帯，18686世帯 

高齢夫婦世帯，22673世帯 

高齢者のいる世帯，78607世帯 

 

2020年（令和２年） 

高齢単身世帯，21235世帯 

高齢夫婦世帯，21854世帯 

高齢者のいる世帯，82964世帯 

 

です。 
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ひとり親世帯すうの推移は次のとおりです。 

国勢調査，各年10月１日現在のひとり親世帯数です。 

 

2000年（平成12年） 

父子世帯，330世帯 

母子世帯，2520世帯 

 

2005年（平成17年） 

父子世帯，345世帯 

母子世帯，3199世帯 

 

2010年（平成22年） 

父子世帯，294世帯 

母子世帯，3129世帯 

 

2015年（平成27年） 

父子世帯，345世帯 

母子世帯，3611世帯 

 

2020年（令和２年） 

父子世帯，309世帯 

母子世帯，3118世帯 

 

 

です。 

 

 

（３）出生の状況 

合計特殊出生率は 2017年（平成 29年）に 1.67と上昇しましたが，近年では 1.60

と横ばいとなっています。本市の合計特殊出生率は各年を通して全国や広島県を上回っ

ています。 

 

合計特殊出生率の推移は次のとおりです。 
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2012 年（平成 24 年） 

福山市，1.6 

広島県平均，1.54 

全国，1.41 

 

2013 年（平成 25 年） 

福山市，1.73 

広島県平均，1.57 

全国，1.43 

 

2014 年（平成 26 年） 

福山市，1.7 

広島県平均，1.55 

全国，1.42 

 

2015 年（平成 27 年） 

福山市，1.7 

広島県平均，1.6 

全国，1.45 

 

2016 年（平成 28 年） 

福山市，1.6 

広島県平均，1.57 

全国，1.44 

 

2017 年（平成 29 年） 

福山市，1.67 

広島県平均，1.56 

全国，1.43 

 

2018 年（平成 30 年） 

福山市，1.6 

広島県平均，1.55 

全国，1.42 
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2019 年（令和元年） 

福山市，1.6 

広島県平均，1.49 

全国，1.36 

 

です。 

 

 

（４）介護の状況 

介護保険におけるサービス利用が必要となる要支援・よう介護認定者数は増加傾向に

あり，要支援１や要介護１など比較的軽度の認定者数が増加しています。 

 

要介護認定者数の推移は次のとおりです。 

介護保険事業状況報告月報 各年３月末現在の人数です。 

 

2016 年（平成 28 年） 

要支援１，6853 人 

要支援２，3268 人 

要介護１，4922 人 

要介護２，3066 人 

要介護３，2491 人 

要介護４，2631 人 

要介護５，2443 人 

計，25674人 

 

 

2017 年（平成 29 年） 

要支援１，7184 人 

要支援２，3520 人 

要介護１，4823 人 

要介護２，3102 人 

要介護３，2532 人 

要介護４，2667 人 

要介護５，2421 人 

計，26249人 
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2018 年（平成 30 年） 

要支援１，7155 人 

要支援２，3706 人 

要介護１，5026 人 

要介護２，3200 人 

要介護３，2564 人 

要介護４，2707 人 

要介護５，2433 人 

計，26791人 

 

2019 年（平成 31 年） 

要支援１，7150 人 

要支援２，3812 人 

要介護１，5100 人 

要介護２，3265 人 

要介護３，2574 人 

要介護４，2855 人 

要介護５，2520 人 

計，27276人 

 

2020 年（令和２年） 

要支援１，6846 人 

要支援２，4002 人 

要介護１，5099 人 

要介護２，3256 人 

要介護３，2518 人 

要介護４，2982 人 

要介護５，2646 人 

計，27349人 

 

2021 年（令和３年） 

要支援１，7123 人 

要支援２，3861 人 

要介護１，5493 人 

要介護２，3233 人 

要介護３，2687 人 
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要介護４，3149 人 

要介護５，2489 人 

 

です。 

 

 

（５）障がい者の状況 

障がい者手帳の所持者数は，横ばいとなっています。障がい種別では，身体障がい者手

帳所持者は減少，精神障がい者保健福祉手帳所持者は増加傾向にあります。 

特定医療（指定難病）受給者数は，増加傾向で推移しています。小児慢性特定疾病医療

受給者数は，横ばいとなっています。 

 

各種障がい者手帳所持者数の推移は次のとおりです。 

各年３月末の人数です。 

 

2017 年（平成 29 年） 

身体障がい者手帳，18286 人 

療育手帳，3894 人 

精神障がい者保健福祉手帳，4866人 

計，27046人 

 

2018 年（平成 30 年） 

身体障がい者手帳，18150 人 

療育手帳，3979 人 

精神障がい者保健福祉手帳，5088人 

計，27217人 

 

2019 年（平成 31 年） 

身体障がい者手帳，17911 人 

療育手帳，4038 人 

精神障がい者保健福祉手帳，5353人 

計，27302人 
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2020 年（令和２年） 

身体障がい者手帳，17408 人 

療育手帳，4081 人 

精神障がい者保健福祉手帳，5529人 

計，27018人 

 

2021 年（令和３年） 

身体障がい者手帳，17537 人 

療育手帳，4194 人 

精神障がい者保健福祉手帳，5572人 

計，27303人 

 

です。 

 

 

特定医療（指定難病）受給者数及び小児慢性特定疾病医療受給者数の推移は次のとおり

です。 

各年３月末の人数です。 

 

2017 年（平成 29 年） 

特定医療（指定難病）受給者数，3568人 

小児慢性特定疾病医療受給者数，732人 

 

2018 年（平成 30 年） 

特定医療（指定難病）受給者数，3255人 

小児慢性特定疾病医療受給者数，717人 

 

2019 年（平成 31 年） 

特定医療（指定難病）受給者数，3407人 

小児慢性特定疾病医療受給者数，719人 

 

2020 年（令和２年） 

特定医療（指定難病）受給者数，3613人 

小児慢性特定疾病医療受給者数，674人 
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2021 年（令和３年） 

特定医療（指定難病）受給者数，3920人 

小児慢性特定疾病医療受給者数，729人 

 

です。 

 

 

 

（６）ブロック別の状況 

まちづくり推進委員会の区分によるブロック別の状況をみると，人口が多い中部，東部

ブロックにおいては，高齢化率も低くなっています。高齢化率は南部，北部ブロックが高

い状況です。 

年齢３区分別人口の推移をみると，各ブロックの総人口は概ね横ばいとなっているも

のの，高齢化が進んでいます。 

 

2021 年（令和３年）３月末時点の年齢３区分別人口の状況は次のとおりです。 

 

東部 

0から14歳，14944人 

15から64歳，65235人 

65歳以上，30465人 

計，110644人 

高齢化率，27.5％ 

 

中部 

0から14歳，17871人 

15から64歳，82853人 

65歳以上，35307人 

計，136031人 

高齢化率，26.0％ 
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北部 

0から14歳，8807人 

15から64歳，38096人 

65歳以上，21854人 

計，68757人 

高齢化率，31.8％ 

 

神辺 

0から14歳，6658人 

15から64歳，25678人 

65歳以上，13240人 

計，45576人 

高齢化率，29.1％ 

 

南部 

0から14歳，8294人 

15から64歳，35852人 

65歳以上，21340人 

計，65486人 

高齢化率，32.6％ 

 

松永 

0から14歳，4846人 

15から64歳，22668人 

65歳以上，11394人 

計，38908人 

高齢化率，29.3％ 

 

です。 
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各ブロックの年齢３区分別人口の推移は次のとおりです。 

各年３月末の人数です。 

 

東部 

2017 年（平成 29 年） 

0から14歳，16164人 

15から64歳，67189人 

65歳以上，28225人 

計，111578人 

高齢化率，25.3％ 

 

2018年（平成30年） 

0から14歳，15841 人 

15から64歳，66590 人 

65歳以上，28928 人 

計，111359 人 

高齢化率，26.0％ 

 

2019年（平成31年） 

0から14歳，15597人 

15から64歳，66284人 

65歳以上，29563人 

計，111444人 

高齢化率，26.5％ 

 

2020年（令和２年） 

0から14歳，15264人 

15から64歳，65843人 

65歳以上，30053人 

計，111160人 

高齢化率，27.0％ 
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2021 年（令和３年） 

0から14歳，14944人 

15から64歳，65235人 

65歳以上，30465人 

計，110644人 

高齢化率，27.5％ 

 

中部 

2017年（平成29年） 

0から14歳，18605人 

15から64歳，83561人 

65歳以上，34124人 

計，136290人 

高齢化率，25.0％ 

 

2018年（平成30年） 

0から14歳，18588人 

15から64歳，83454人 

65歳以上，34498人 

計，136540人 

高齢化率，25.3％ 

 

2019年（平成31年） 

0から14歳，18434人 

15から64歳，83475人 

65歳以上，34899人 

計，136808人 

高齢化率，25.5％ 

 

2020年（令和２年） 

0から14歳，18167人 

15から64歳，83468人 

65歳以上，35204人 

計，136839人 

高齢化率，25.7％ 
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2021 年（令和３年） 

0から14歳，17871人 

15から64歳，82853人 

65歳以上，35307人 

計，136031人 

高齢化率，26.0％ 

 

北部 

2017 年（平成 29 年） 

0から14歳，9408 人 

15から64歳，39643 人 

65歳以上，21072 人 

計，70123 人 

高齢化率，30.1％ 

 

2018年（平成30年） 

0から14歳，9264 人 

15から64歳，39058 人 

65歳以上，21376 人 

計，69698 人 

高齢化率，30.7％ 

 

2019年（平成31年） 

0から14歳，9095 人 

15から64歳，38733 人 

65歳以上，21691 人 

計，69519 人 

高齢化率，31.2％ 

 

2020 年（令和２年） 

0から14歳，8908 人 

15から64歳，38527 人 

65歳以上，21809 人 

計，69244 人 

高齢化率，31.5％ 
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2021 年（令和３年） 

0から14歳，8807 人 

15から64歳，38096 人 

65歳以上，21854 人 

計，68757 人 

高齢化率，31.8％ 

 

神辺 

0から14歳，6,447 人 

15から64歳，25,072 人 

65歳以上，12570 人 

計，44089 人 

高齢化率，28.5％ 

 

2018年（平成30年） 

0から14歳，6528 人 

15から64歳，25305 人 

65歳以上，12766 人 

計，44599 人 

高齢化率，28.6％ 

 

2019年（平成31年） 

0から14歳，6541 人 

15から64歳，25418 人 

65歳以上，12898 人 

計，44857 人 

高齢化率，28.8％ 

 

2020 年（令和２年） 

0から14歳，6599 人 

15から64歳，25592 人 

65歳以上，13048 人 

計，45239 人 

高齢化率，28.8％ 
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2021 年（令和３年） 

0から14歳，6658 人 

15から64歳，25678 人 

65歳以上，13240 人 

計，45576 人 

高齢化率，29.1％ 

 

 

南部 

2017 年（平成 29 年） 

0から14歳，8832人 

15から64歳，38465人 

65歳以上，20712人 

計，68009人 

高齢化率，30.5％ 

 

2018年（平成30年） 

0から14歳，8726人 

15から64歳，37770人 

65歳以上，20919人 

計，67415人 

高齢化率，31.0％ 

 

2019年（平成31年） 

0から14歳，8533人 

15から64歳，36924人 

65歳以上，21122人 

計，66579人 

高齢化率，31.7％ 

 

2020 年（令和２年） 

0から14歳，8466人 

15から64歳，36499人 

65歳以上，21211人 

計，66176人 

高齢化率 32.1％ 
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2021 年（令和３年） 

0から14歳，8294人 

15から64歳，35852人 

65歳以上，21340人 

計，65486人 

高齢化率，32.6％ 

 

松永 

2017 年（平成 29 年） 

0から14歳，5013 人 

15から64歳，23246 人 

65歳以上，11090 人 

計，39349 人 

高齢化率，28.2％ 

 

2018年（平成30年） 

0から14歳，5010 人 

15から64歳，23172 人 

65歳以上，11194 人 

計，39376 人 

高齢化率，28.4％ 

 

2019年（平成31年） 

0から14歳，4929 人 

15から64歳，22959 人 

65歳以上，11285 人 

計，39173 人 

高齢化率，28.8％ 

 

2020 年（令和２年） 

0から14歳，4861 人 

15から64歳，22947 人 

65歳以上，11371 人 

計，39179 人 

高齢化率 29.0％ 



25 

 

 

2021 年（令和３年） 

0から14歳，4846 人 

15から64歳，22668 人 

65歳以上，11394 人 

計，38908 人 

高齢化率，29.3％ 

 

です。 

 

 

（７）自治会（町内会）加入率の状況 

本市の総世帯すうは増加していますが，自治会（町内会）加入率は低下しています。 

 

自治会（町内会）加入率の推移は次のとおりです。 

 

総世帯すうは 2006年（平成 18年）は住民基本台帳に外国人登録を加えた世帯数です。

2009 年（平成 21 年）からは住民基本台帳上の世帯すうであり，2015年（平成 27年）

から外国人世帯すうを含んでいます。 

なお，加入世帯すうは福山市自治会連合会から報告を受けた世帯数です。 

 

2006 年 

総世帯数，181208 世帯 

加入世帯数，131073世帯 

加入率，72.3％ 

 

2009 年 

総世帯数，184458 世帯 

加入世帯数，130935世帯 

加入率，71.0％ 

 

2012 年 

総世帯数，191075 世帯 

加入世帯数，130327世帯 

加入率，68.2％ 
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2015 年 

総世帯数，200564 世帯 

加入世帯数，128376世帯 

加入率，64.0％ 

 

2018 年 

総世帯数，206888 世帯 

加入世帯数，126858世帯 

加入率，61.3％ 

 

2021 年 

総世帯数，212620 世帯 

加入世帯数，124325世帯 

加入率，58.5％ 

 

です。 

 

 

６，取組状況 

地域福祉活動をおこなっているボランティア団体やＮＰＯ，事業者等を対象にアンケ

ートを行い，それぞれの取組主体の現状と課題について把握を行いました。 

また，行政内部においても前計画の事業評価を行い，取組の進捗状況及び課題について，

整理しました。 

 

基本方策１，つながりあいの促進 

 

一人ひとりの取組に関する現状 

公民館・交流館やコミュニティセンター・館等で行われている活動や生きがいづくり・

仲間づくりのための活動，学習活動などへは，多くの人が参加しています。また，参加者

が固定化している行事もあります。 

 

一人ひとりの取組に関する課題 

学習活動や地域行事等にあまり参加をしていない市民に対し，活動参加を促進するた

めの取組や，身近な地域への関心を高めるための広報・啓発などが必要です。 
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地域の取組に関する現状 

多くの地域で，誰でも気軽に参加できる地域行事の企画や地域で交流や相談のできる

場づくりが進められています。また，隣近所とのつながりが希薄化しており，地域住民同

士の積極的な関係づくりが見受けられなくなっています。 

 

地域の取組に関する課題 

地域行事や活動への参加を促す情報発信や，多様な交流を進めていくことが必要です。 

 

ボランティア・NPO の取組に関する現状 

声かけや地域行事への参加を通じた活動内容の周知は，実施している団体が過半数と

なっています。 

 

ボランティア・NPO の取組に関する課題 

ボランティアやＮＰＯ活動を学習・体験する機会を増やし，参加意欲のある人を育てて

いくことが必要です。 

 

社会福祉事業者の取組に関する現状 

声かけやあいさつ，まつりなどの行事・イベントの実施は過半数の事業者が実施できて

います。 

 

社会福祉事業者の取組に関する課題 

事業者が直接地域住民と接したり，学校等の福祉教育に協力したりする機会を持てる

よう，地域ぐるみで体制を整える必要があります。 

 

社会福祉協議会の取組に関する現状 

各学区（町）の福祉を高める会や福祉会が取り組むよう，生活支援コーディネーターが

中心になり，地域住民がつどえる場の設置を市内全域で推進しています。 

 

社会福祉協議会の取組に関する課題 

地域資源である社会福祉法人や民間の法人等の協力を得られるような取組も求められ

ます。 

 

行政の取組に関する現状 

た世代交流の機会づくりや，地域行事等への地域包括支援センターの参加による，地域

住民同士の交流やネットワークの構築を進めています。 
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行政の取組に関する課題 

交流促進や生きがいづくりに関する取組は，新しい生活様式を取り入れながら，デジタ

ルを活用するなど新たなコミュニケーションの手段によるつながりづくりを定着させる

ことが必要です。 

 

基本方策２，支え合いの促進 

 

一人ひとりの取組に関する現状 

身近な支え合いや相談を受けることは，多くの人ができています。また，支え合いをお

せっかいだと思ってしまう傾向や，勇気がなく声がかけられないなど，消極的になってし

まう人がいます。 

 

一人ひとりの取組に関する課題 

困っている人を見かけたら，声をかけていけるような日頃の関係づくりを進めていく

ことが必要です。 

 

地域の取組に関する現状 

地域で解決できない課題を社会福祉協議会等の専門機関へ相談するなどの連携は，多

くの地域で実施されています。また，制度の狭間の問題により，地域の支援者や専門機関

につながらないままになるケースも見られます。 

 

地域の取組に関する課題 

専門機関や行政と連携して身近な支援ができるよう，つながりの強化が求められます。 

 

ボランティア・NPO の取組に関する現状 

子育て家庭や高齢者，障がい者，外国人市民などが持つ様々な地域生活課題の把握は重

要ですが，十分に実施できていません。 

 

ボランティア・NPO の取組に関する課題 

地域で解決できない課題を解決する組織になるためには，各種団体や行政と連携でき

る体制を整える必要があります。 

 

社会福祉事業者の取組に関する現状 

一人ひとりのニーズに応じた支援や利用者が参加する地域活動への支援，専門的立場

からの相談対応や解決のための支援が実施できている事業者は，あまり多くありません。 
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社会福祉事業者の取組に関する課題 

サービス利用者の悩みや相談ごとの解決に向けた支援が行えるよう，支援できる体制

を整える必要があります。 

 

社会福祉協議会の取組に関する現状 

地域住民が見守り・援助活動を行う小地域福祉ネットワーク活動や，ちょっとした困り

ごとを支援するグループを地域住民同士で組織するお互いさま活動（生活支援活動）を進

めています。 

 

社会福祉協議会の取組に関する課題 

見守り活動やお互いさま活動を推進するためには，お互いのつながりを深めていく取

組を推進しながら，活動の担い手を確保していく必要があります。 

 

行政の取組に関する現状 

地域の実態やニーズを把握しながら，住民同士の支え合いの支援や互助について啓発

するなど，子育てや高齢者など様々な分野で支え合いを推進しています。 

 

行政の取組に関する課題 

地域福祉について住民からの理解を得られるよう，あらゆる機会を通じて地域福祉に

ついて，周知していく必要があります。また，複雑化・複合化する相談に対する支援に向

けて，相談員の専門性等質の向上に取り組む必要があります。 

 

基本方策３，地域福祉を支える仕組みづくり 

 

一人ひとりの取組に関する現状 

地域活動への参加や地域活動についての情報収集・情報共有は多くの人が取り組んで

います。携帯端末などで情報を収集する人が増えていることが要因と考えられます。 

 

一人ひとりの取組に関する課題 

地域活動への更なる参加者の増加に向けて，市民一人ひとりが参加しやすい場を作る

必要があります。 

 

 

地域の取組に関する現状 

福祉サービスや地域活動についての情報収集，見守り活動等を通じた情報の周知がで

きている地域はあまり多くありません。 
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地域の取組に関する課題 

無関心層に興味を持ってもらう仕掛けづくりを行うなど，誰もが身近なところで，簡単

に地域情報を発信し，共有できる仕組みを整える必要があります。 

 

ボランティア・NPO の取組に関する現状 

ボランティア活動に関する必要な情報の周知や，社会福祉協議会等との連携による人

材の育成支援を実施している団体は少ない状況です。 

 

ボランティア・NPO の取組に関する課題 

関係団体と連携し，担い手の育成などに取り組む必要があります。 

 

社会福祉事業者の取組に関する現状 

行事・イベントや事業内容等について，小・中学生等に対する周知や地域内での情報共

有など，情報発信は多くの事業者で実施されています。 

 

社会福祉事業者の取組に関する課題 

地域活動を行う際には，ボランティア団体と一緒に積極的に参画することが必要です。 

 

社会福祉協議会の取組に関する現状 

福山市市民後見人養成講座の定期開催や，各種ボランティア入門講座・養成講座等（手

話や要約筆記等）を実施し，市民後見や障がい者への支援につながっています。 

 

社会福祉協議会の取組に関する課題 

サービス事業所が相談できる専門性と調整の能力が求められます。 

 

行政の取組に関する現状 

ボランティアや地域リーダーの育成に取り組むとともに，各関係機関と連携したあら

ゆる課題に対する支援体制の整備や，地域に住む誰にとってもわかりやすい情報発信，成

年後見制度の利用促進等に努めています。 

 

行政の取組に関する課題 

地域住民の抱える課題は多様化・複合化しており，対応できる支援体制づくりが必要で

す。また，ボランティア・NPO，社会福祉事業者や企業の連携体制を構築する必要があ

ります。 
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７，前計画の評価と今後の方向性 

（１）“つながりあい”の促進 

地域の交流やつながりについては，各分野において地区サロンなどの様々な交流の場づ

くりを進め，相互理解や生きがいづくり，居場所づくりに取り組んできました。地域や一人

ひとりの単位で活発な取組が行われ，地域のサロンすうは大きく増えています。 

しかし，地域における支え合いの基盤の脆弱化や，親族や友人などとの接触の欠如，寂し

い時の話し相手や病気の時の看病など，困った時に頼りにできる人がいないことにより社

会的に孤立し，支援が届きにくい住民も存在しています。このため，つながり合う，集い合

う仕組みとして，交流の場づくりをより一層進めるとともに，今後はデジタル技術の活用や

小地域での交流といった新たな視点での取組も進めていきます。 

 

（２）“支えあい”の促進 

“支えあい”の促進について，分野ごとの行政や関係団体等の支援による課題解決や互助

の啓発に取り組むなど，支え合いの地域づくりを進めてきました。家族や隣近所といった，

住民にとってより身近な範囲では，相談や声かけなど支え合いの取組が進められています。 

一方で，ダブルケアや貧困の連鎖など，現在の対象者別・分野別に整備された制度では，

対応が困難な事例が増えてきており，複合的な支援が求められています。 

今後は，地域の情報の共有や地域資源の利活用，地域団体と専門機関等との連携などを更

に深めていきます。また，潜在的な課題に気付き，必要な支援へ円滑につなぐことができる

身近な住民同士のつながりなど，多様な支え合いの仕組みを構築します。 

 

（３）地域福祉を支える仕組みづくり 

ボランティアや地域リーダーの育成などあらゆる支援体制の整備に取り組んできました。

地域での情報共有や仲間づくりは進んでいる一方で，高齢化や新たな担い手不足が問題とな

っています。 

また，地域住民の抱える課題の複雑化・複合化に伴い，分野別の支援体制では解決できな

い事例もみられます。 

こうした中，身近な相談相手から専門的な相談支援までを一体てきに取り組めるように

するためには，包括的な総合相談支援に向けたネットワークを構築する必要があります。  

今後は，住民一人ひとりの暮らしと生きがい，地域を共に創っていく「地域共生社会」の

実現に向けて，住民や地域，社会福祉事業者，行政などの多様な主体の参画により，分野を

超えてネットワークが機能する体制を構築します。 
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８，計画を進めるためのそれぞれの役割 

 地域共生社会の実現に向けて，住民，地域，行政などがそれぞれ役割をもって主体的に計

画を推進します。 

 

（１）住民の役割 

自らが住む地域に関心を持つとともに地域の課題を自分事として捉え，解決に向けて

何ができるかを考え行動することが求められます。地域関係の希薄化が進む中で，日頃か

らあいさつや声かけを通じて顔のみえる関係づくりに取り組むとともに，地域の行事や

活動に積極的に参加し，主体的に地域との関わりを持つことが期待されます。 

 

（２）地域の役割 

地域では，学区（町）まちづくり推進委員会をはじめ，自治会（町内会），福祉を高め

る会や自主防災組織など様々な地縁団体が活動しています。近年は地域住民の抱える課

題が複合化・複雑化する中で，こうした地縁団体には，支援を必要とする個人や世帯に気

づき，見守り，時には必要な支援につなげることが期待されます。 

 

（３）ボランティア・ＮＰＯの役割 

ボランティア・ＮＰＯは地域で様々な活動をおこなっており，中には地域住民の抱える

地域生活課題の解決に向けた支援をおこなっている団体もあります。団体のもつ機動性

や先駆性，専門性，柔軟性を発揮し，地縁団体や団体間との連携をしながら，活動の幅を

広げ地域生活課題の解決に寄与することが期待されます。 

 

（４）社会福祉事業者（社会福祉法人等）の役割 

社会福祉事業者は，社会福祉法第２条を根拠とする社会福祉事業を行う者であり，利用

者が地域社会において自立した生活を営むための支援や福祉サービスの質の向上，関係

機関や他の事業者との連携の中で，総合的なサービスを提供することが求められていま

す。 

社会福祉法人は，社会福祉法第 22 条に定義される法人のことで，社会福祉事業の主な

担い手として福祉サービスの提供を行うほか，地域における公益的な活動を通して様々

な課題を抱えた人を支援する，地域福祉の拠点としての役割も期待されます。 
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（５）社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は，社会福祉法第 109 条に「地域福祉の推進を図ることを目的とした団

体」と規定されている「民間の福祉団体」です。地域のさまざまな生活上の課題をみんなで

考え，話し合い，協力して解決を図り，「誰もが住み慣れた地域で安心してくらせるまちづく

り」を進めています。 

地域住民，ボランティアなどの参加・協力を得て活動することを大きな特徴とし，民間組

織としての自主性と広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面を持っ

た組織です。 

高齢者，児童，障がい者等に関する様々な福祉サービスを提供するとともに，生活支援

サービスやボランティア活動の裾野の拡大，住民主体の活動団体のネットワークづくり

など，「地域の福祉力」を高めていくことが期待されます。 

 

 

（６）行政の役割 

行政は，住民や地縁団体などの自主的な活動を促し，地域福祉を進めるとともに，市民

福祉の向上をめざし，福祉施策を総合的に推進する役割を担っています。 

近年ははちまるごーまる問題やヤングケアラーなど，地域住民の抱える課題は多様で

複雑なものになっており，既存の施策では対応できない課題が顕在化しています。地域共

生社会を実現するためにも，行政においては，各部署が横断的に連携できる体制を整え，

各主体の取組を支援・推進し，リーダーシップを発揮することが求められています。それ

ぞれの役割を踏まえながら，地域生活課題に応じた支援や市民への意識啓発など効果的

な福祉活動に果断に取り組まなければなりません。 
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第２章，計画の基本的な考え方 

１，基本理念 

支え合いながら，すべての市民がいきいきと心豊かに，安心してくらせる共生のま

ち，ふくやま 

 

すべての人が地域で心豊かに暮らすためには，たとえ生活上の困難を抱えていても，そ

の人らしく生きる権利を持ち，安心してくらせる地域であることが求められています。 

また，地域社会において，「支える」もしくは「支えられる」，は，関係が固定されるも

のではなく，その関係は入れ替わり，循環しながら生活が営まれています。 

しょうし高齢化や老老介護，生活困窮者など地域生活課題の複雑化により，今後，より

一層地域福祉の重要性が高まる中，孤立している人に気づき，あらゆる人が出会い，そし

てつながり合いながら，互いに手を差し伸べ合って，地域のみんなが健やかで幸せにくら

せることが大切です。 

そのためには，地域の課題に自ら気づき，関係する組織や行政等と一緒に知恵を絞り，

力を合わせて課題を解決していける，「地域りょく」を高めていくことが必要です。 

本計画では，地域福祉を通して，誰もが役割を持ち，人と人がつながることで，誰一人，

取り残さず，住み慣れた地域で安心してくらせるように，住民一人ひとりの暮らしと生き

がい，地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現をめざします。 

 

２，基本目標 

基本理念で掲げた地域共生社会の実現に向け，３つの基本目標を掲げます。 

 

基本目標１，誰もが孤立せずいきいきとくらせるつながりづくり 

高齢者のみの世帯やひとり親家庭，ひきこもりの人やその家族など，地域で孤立しや

すい可能性のある人々が生きがいを持って地域の中でくらせるよう，社会参加の機会

の充実を通じた地域での出会いとつながりづくりを推進します。 

 

基本目標２，様々な相談に対応できる包括的な支援体制づくり 

地域住民の抱える課題が複雑化していることを踏まえ，地域で安心してくらせるよ

う相談支援体制を充実させるとともに，必要な支援に円滑につなぐことのできる包括

的な支援体制を構築します。 

 

基本目標３，互いに支えあえる仕組みづくり 

住民同士が相互に支え合い，地域の困りごとを地域の中で解決できるよう，住民をは

じめ各関係団体の連携により，支え合いの仕組みを構築します。 
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３，施策の体系 

この計画では，基本目標ごとに基本施策を定めています。 

 

基本目標１，誰もが孤立せずいきいきとくらせるつながりづくりでは 

関わり合うきっかけづくり，気軽につどえる場づくり，誰もが生きがいや役割を持てる社

会参加の環境づくりの取組を進めます。 

 

基本目標２，様々な相談に対応できる包括的な支援体制づくりでは 

地域団体間のネットワークづくり，身近な相談支援体制の充実，公的なサービスの充

実の取組を進めます。 

 

基本目標３，互いに支えあえる仕組みづくりでは， 

助け合いの意識づくりとニーズの把握，理解し合う学びの機会づくり，様々な支え合

いの実践の取組を進めます。 
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第３章，施策の展開 

 

基本目標１ 

誰もが孤立せずいきいきとくらせるつながりづくり 

 

（１）関わり合うきっかけづくり 

 

現状と課題 

本市では，保育所等における世代間交流や，ボランティアの養成講座や体験を実施して

います。 

2020 年（令和２年）に追加された社会福祉法第 106 条の４では，重層的支援体制整

備事業において，参加支援事業が規定されました。 

参加支援事業では，社会とのつながりを作るための支援を行うことや，利用者のニーズ

を踏まえた丁寧なマッチングやメニューを作ることが重要です。 

近年は隣近所とのつながりが希薄化しており，地域でお互いに支えあえるかんけいせ

いを築くためには，人と人とのつながりを深めていく必要があります。 

 

こうした状況を踏まえ，日頃からの声かけや見守り，サロン活動への参加など，子ども

から高齢者まで様々な人が地域で互いに関わり合うきっかけをつくります。 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，人とのつながりを深めるための，隣近所や地域でのあいさつ，声か

けと，地域で行われる祭りやスポーツ大会，清掃活動等への参加です。 

地域で取り組むことは，誰でも気軽に参加できる地域行事の企画，情報提供と，若い世代や

転入者，障がい者などが地域行事に参加しやすい環境づくりです。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，声かけ等による地域との関わりと，地域行事への

参加を通じた活動内容の周知と，居住地域でのボランティア活動への意識づけです。 

社会福祉事業者が取り組むことは，地域とのつながりを深めるための声かけやあいさつと，

地域住民の参加をうながせる「まつり」などの行事やイベントの実施です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，誰でも気軽に参加できる行事の開催と，地域で活動する

人同士が，学区をまたいで交流できる機会づくりです。 
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行政の主な取組は次のとおりです。 

 

挨拶，声かけの推進 

近所での人と人との絆を深めるために，子どもから大人まで積極的に挨拶・声かけすること

を推進します。 

 

地域活動団体の支援 

地域生活課題の解決のため，地域で活動する団体を支援します。 

 

 

（２）気軽につどえる場づくり 

現状と課題 

本市では，子育てや高齢・障がい等あらゆる分野において，絵本の読み聞かせやイベン

ト，高齢者のサロン，認知症カフェなどの交流の場づくりを進めています。 

誰でも気軽に参加できる地域行事の企画，地域の中で定期的に人々が集い，交流や相談

のできる場づくりについては，多くの地域で取組が進められています。その一方，障がい

者や外国人市民も一緒に活動ができている地域は少数となっています。 

課題を抱えた人だけでなく，誰もがいつでも気軽に立ち寄ることができる居場所づく

りをはじめ，アプリやオンラインなどのＩＣＴ技術を活用して取り組む必要があります。 

 

こうした状況を踏まえ，身近で気軽に立ち寄れる居場所や交流の場を充実します。 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，公民館，交流館やコミュニティセンター，館，サロン等で行われて

いる活動への参加と，生きがいづくりや仲間づくりのための活動への参加です。 

地域で取り組むことは，地域の中で定期的に人々が集い，交流や相談のできる場づくりと，

地域住民のニーズの把握です。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，地域の人が日頃の悩みなどをはなしやすい場をつ

くるための協力と，同じ地域生活課題を持った人がつどえる場の提供です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，施設等を活用した地域住民も参加できる交流の場づく

りと，地域行事などへの参加によるサービス利用者と地域との交流と，地域の多様な人々が

参加できる企画づくりです。 

社会福祉協議会が取り組むことは，地縁団体や市との連携による身近な居場所づくりの支

援と，公共施設や空き店舗，空き家を利用したサロン活動の支援です。 



38 

 

 

行政の主な取組は次のとおりです。 

 

地域活動団体の支援 

地域生活課題の解決のため，地域で活動する団体を支援します。 

 

交流の場の充実 

公民館や交流館などの公共施設内に集いの場をつくり，交流や日本語学習支援等の事業を

実施します。 

また，アプリやオンラインを効果的に活用し，新たな方法での交流を推進します。 

 

 

（３）誰もが生きがいや役割を持てる社会参加の環境づくり 

現状と課題 

本市では，ひきこもり相談窓口「ふきのとう」の開設や，就職氷河期世代の就職・正規

雇用化に向けた取組など，様々な課題を抱える市民の居場所づくりを進め，相互理解や生

きがいづくり，多様な社会参加の実現を推進しています。 

地域コミュニティの希薄化やひとり暮らし世帯の増加によって，社会から孤立する人

が罪を犯したり，犯罪や非行をした人が抱える課題が見過ごされる機会がないよう，地域

ぐるみの支援や就労・住宅の支援など，更生に向けた取組を推進することが求められます。 

国では，2016 年（平成 28 年）に「再犯の防止等の推進に関する法律」を定め，地域

生活の安全安心の実現のためにも，犯罪・非行をした人の社会復帰に向けた支援を計画的

に行うことが必要となっています。本市においても，2021 年度（令和３年度）に「福山

市再犯防止推進計画」を策定しました。 

また，ひきこもりなど社会参加に向けてより丁寧に支援する必要のある人への支援に

ついては，ひきこもりに関する相談窓口の明確化と周知，支援対象者の実態やニーズの把

握，支援関係者の連携の促進が必要とされています。 

年齢や障がいにかかわらず働くことができるよう，多様な働きかたを推進し，市内事業

所において働きかた改革とワークライフバランス（仕事と家庭の両立）を進めます。 

 

こうした状況を踏まえ，誰もが孤立することがないよう地域の「つながり」，「支え合い」

を基本に，誰もが役割をもって，お互いの個性や多様性が尊重される地域社会をつくりま

す。 
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みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，隣近所で支援が必要な人に対する積極的な見守りや声かけと，自分

の持つ能力を地域で活かすことです。 

地域で取り組むことは，地関係団体と連携しながら行う地域生活課題に対する支援と，地域

での気軽に相談できる場や機会の充実です。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，ボランティア活動希望者の積極的な受入れと，関

係団体やボランティア団体同士による交流です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，事業所で実施している福祉サービスの充実と，職業訓練

や就業先の斡旋など，専門機関と連携した相談支援の充実です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，関係団体と連携しながら行う支援ネットワークづくり

と，住宅の斡旋などを行う事業者等への理解の促進や啓発と，ボランティア・ＮＰＯ等との

連携による地域の相談体制の充実です。 

 

行政の主な取組は次のとおりです。 

 

多様な働きかたの推進 

犯罪歴等を理由に就労が困難な場合やひきこもりの人に対し，必要に応じた相談・支援を行

い，犯罪をした人等の就労支援を行います。 

年齢や障がいにかかわらず，多様な働きかたができるよう，取組を推進します。 

 

住宅環境の整備 

犯罪歴等を理由に適切な定住先を確保できない場合や障がい者や高齢者に対し，必要に応

じた相談・支援を行い，適切な住居の確保を進めます。 

 

居場所づくり 

あらゆる人が，支えられるだけでなく支える側にもまわり，誰もが役割を持って地域で活躍

できるよう居場所づくりに向けた支援を行います。 
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基本目標２ 

様々な相談に対応できる包括的な支援体制づくり 

 

（１）地域団体間のネットワークづくり 

現状と課題 

地域に施設利用者等の状況・特性を伝える取組ができている事業者は少数です。 

本市では，虐待やＤＶの防止や早期発見・効果的対応，高齢者や生活困窮者，障がい者

等への支援について，各関係機関と連携し取り組んできました。近年は，地域住民の抱え

る課題の複合化が進んでいます。 

民間活力を活かした新規事業の開発やコーディネート機能の支援など，多様なサービ

スの振興・参入の促進及びた機関が協働した包括的な相談支援体制の構築が求められま

す。 

 

こうした状況を踏まえ，地域での孤立や複合的かつ多様な地域生活課題に対応するた

めに，地域住民を中心とした団体間のネットワークを構築し，課題解決に向けた横断的な

連携の機会・場を充実します。 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，市や社会福祉協議会，地縁団体が行う地域活動への参加と，生きが

いづくりや地域活動を行う仲間づくりです。 

地域で取り組むことは，学区（町）まちづくり推進委員会等の関係団体と行う，地域内の情

報や解決方法等の共有です。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，社会福祉協議会や地縁団体との連携による，地域

生活課題や解決方法の情報共有と，市や社会福祉協議会，地縁団体等が行う交流会や会議へ

の積極的な参加です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，地縁団体や事業所間における，地域内の情報共有と，市

や社会福祉協議会，地縁団体等が行う交流会や会議への積極的な参加です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，地域包括支援センターや地縁団体の情報共有を図る情

報交換会の開催と，ボランティアセンターに登録する団体の連絡会議の定期的な開催と，企

業ボランティアの掘り起こしと地域活動との連携です。 
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行政の主な取組は次のとおりです。 

 

た機関連携ネットワークの構築と推進 

市内で相談支援を行う様々な機関，団体が連携し，複合的な課題を抱える市民の支援に包括

的に取り組むため，た機関連携ネットワークを構築します。 

複合的な相談に対するケース会議を都度開催することに加え，包括的な支援体制の整備等

について検討・実施するための会議を設置し，定例開催をめざします。また，複数の専門機

関がアイデアを出しあって課題の解決に向かえるようなアドバイザー機能の構築をめざし

ます。 

 

人権ネットワークの推進 

地域福祉を支える人権ネットワークとして機能するよう様々な組織と連携し人権啓発を推

進します。 

 

住民参画によるネットワークの推進 

地域とボランティア・ＮＰＯ等の交流拠点である「まちづくりサポートセンター」を中心に，

登録団体や地域，企業，大学，行政等とのマッチングや各種支援制度を活用し，多様な主体

によるネットワークが形成され，誰もが参画できるまちづくりを進めます。 

 

虐待・ＤＶ防止の推進 

複雑化・複合化する事例にも効果的に対応するため，ネットワークを構成する関係団体との

情報の共有化や連携体制の強化を図るとともに，虐待・ＤＶの未然防止，早期発見，早期対

応に取り組みます。 

 

 

（２）身近な相談支援体制の充実 

現状と課題 

国が進めている重層的支援体制整備事業には，３つの支援が規定されており，そのうち

の１つに包括的相談支援事業があります。 

包括的相談支援事業では，複雑化・多様化した地域生活課題を解決するため，属性や

世代を問わず包括的に相談を受け止める体制の整備や，制度の狭間の問題や生活困窮

者のような分野横断的に複合化した課題は適切にた機関協働事業につなぐことが必要

となっています。 

本市では，ネウボラ相談窓口「あのね」をはじめ，様々な分野において，関係機関が連

携し地域の相談窓口を設置しています。相談件数は増加傾向にあり，相談内容の中には複

雑化・複合化した課題も見られます。また，2020 年（令和２年）からひきこもり相談窓
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口「ふきのとう」を開設し，関係機関・団体と連携し家族への支援もおこなっています。 

地域で解決できない課題を社会福祉協議会等の専門機関へ相談するなどの連携体制に

ついては多くの地域で取り組まれていますが，連携が上手くいかず，相談を受けた人から

地域の支援者や相談機関につながらないままになるケースも見られます。 

 

こうした状況を踏まえ，地域で支援を必要とする人が孤立することのないよう，適切な

支援を行うことができる相談支援体制を充実します。 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，地域の人との身近に相談できる関係づくりと，悩んでいる人や困っ

ている人への声かけ，相談対応，支援機関等へのつなぎです。 

地域で取り組むことは，地域にある，気軽に相談できる場や機会の充実と，不安や悩みごと

を持つ人を把握し，相談・支援ができる環境の整備です。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，地域で解決できない地域生活課題についての相談

対応と，悩みや相談ごとに対する課題解決のための支援と，基礎的及び専門的知識や技術の

習得です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，地域で解決できない地域生活課題に対する専門的な立

場からの相談対応と，悩みや相談ごとに対する課題解決のための支援です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，相談から福祉ニーズを把握したうえでのボランティア

の支援のマッチングと，ボランティア・ＮＰＯ等との連携による地域の相談体制の充実です。 

 

行政の主な取組は次のとおりです。 

 

包括支援体制の構築 

複雑化・複合化した支援ニーズや制度の狭間の問題に対応するため，相談を包括的に受け止

める，支援機関のネットワークにより断らない相談支援体制を構築します。 

 

民生委員・児童委員の活動推進 

研修等の充実や委員同士の連携など，民生委員・児童委員活動を推進します。 

 

地域の相談窓口の充実 

交流館，コミュニティセンター・館等において，生活・就労・教育・人権等，生活上の課題

等に関する相談業務を実施します。 
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（３）公的なサービスの充実 

現状と課題 

地縁活動の活性化や見守り活動等への新規の参加者を増やすためにも，地縁活動やボ

ランティア活動などの情報発信を充実させるとともに，無関心層に興味を持ってもらう

仕掛けづくりを行う必要があります。 

本市では，各福祉計画に基づき福祉サービスを提供してきたほか，成年後見制度の利用

促進や市民後見人の養成，防災の取組等を進めてきました。権利擁護の取組については，

引き続き，周知・啓発を進めていく必要があります。 

社会福祉協議会については，社会福祉事業者が相談できる専門性と調整の能力が求め

られます。 

支援を必要とする人が適切に福祉サービスを利用できるよう，住民に対する情報提供

を充実させることが求められます。 

 

こうした状況を踏まえ，福祉サービスの質・量の確保をはじめとする福祉施策を充実さ

せるとともに，誰もが地域福祉に関する必要な情報を得られるよう，情報発信を強化しま

す。 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，福祉サービス情報の入手や必要に応じたサービスの利用と，日常の

安否確認や声かけによる，助けが必要な人の把握です。 

地域で取り組むことは，地域生活課題や行政施策の把握と市や社会福祉協議会との情報共

有と，地域の人に対する安否確認や声かけなどの状況に応じた支援です。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，福祉サービスの情報収集と地域への情報発信と，

悩みや相談ごとに対する課題解決のための支援と，社会福祉協議会等との連携による手助

けが必要な人への支援です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，事業所で実施している福祉サービスの充実と，支援を必

要とする人に対する生活支援です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，社会福祉事業者が相談できる専門性と調整の能力と，権

利擁護等の福祉サービスの充実と，福祉を高める会・ボランティアの会が行う地域活動の支

援です。 
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行政の主な取組は次のとおりです。 

 

地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域ケア会議等を活用して，地域特性や課題，地域に存在する社会資源及びそれらのネット

ワークを把握・活用しながら，個別の支援や地域での取組につなげます。また，個別の課題

解決や地域課題の把握・検討を行う地域ケア会議の開催を進め，介護・福祉・医療・地域の

関係団体等をはじめ様々な支援が継続的かつ包括的に提供されるよう，地域包括ケアシス

テムの深化・推進に取り組みます。 

 

様々な媒体による情報発信の充実 

広報「ふくやま」やホームページ，広報テレビ，広報ラジオ，各種 SNSなど，多様な媒体

を活用し，市政に関する情報を対象者や関係者に広く発信します。 

 

生活困窮者への自立支援 

経済的な面などで生活に困っている人からの相談に対し，自立に向けての支援プランを作

成するとともに，家計改善支援事業や自立相談支援事業・就労準備支援事業との一体てきな

実施など，課題解決に向けて取組を進めます。 

 

外国人市民への支援 

外国人市民が日本語や生活習慣等について学びやすいように様々な取組を進めます。 

 

アウトリーチによる継続的支援 

地域生活課題を抱えながら支援を受けていない人に対して，団体や公的機関の支援を行う

ため，積極的に働きかけます。 

 

成年後見制度の利用促進 

権利擁護センターないに設置した中核機関が調整役になり，必要な支援につなげるため，地

域連携ネットワークの構築に取り組みます。 

後見人の担い手である市民後見人の養成に取り組みます。 

また，市民後見人の資質の向上を図るとともに，市民後見人活動の支援を行います。 

認知症高齢者や障がい者への適切な支援につなげるため，中核機関において専門職による

定例相談やケース会議等を行います。 

また，認知症高齢者等の財産や権利を守るため，成年後見制度の市長申立による支援，申立

費用や後見人等への報酬を支払う資りょくがない人に対する助成の支援を行います。 

成年後見等の申立を行う際の資料作成や課題や悩みを抱える親族後見人などへの支援を行

います。 
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また，成年後見制度がより身近な制度となるよう，出前講座や講演会などを開催し，制度の

利用を促進します。 

 

 

基本目標３ 

互いに支えあえる仕組みづくり 

 

（１）助け合いの意識づくりとニーズの把握 

現状と課題 

本市では，避難行動要支援者避難支援制度の啓発による，お互いに助け合うことの重要性

の周知や，生活支援コーディネーターを配置し，住民の自発的な支え合いの活動を支援して

います。 

国のガイドラインでは，住民が地域に関心や理解を進め，住民同士で課題を共有し，地域

の構成員として地域福祉の意識を向上させることが求められています。 

様々な地域生活課題を解決するためには，地域福祉に多様な人が関わることが必要であ

り，住民だけでなく，福祉専門職，行政や社会福祉協議会など多様な主体が連携し，課題解

決に取り組むことが重要です。 

 

こうした状況を踏まえ，地域生活課題に取り組む人を増やして，地域のニーズを把握でき

るようにするため，地域福祉に関心を持ち，活動に参加するような働きかけを進めます。 

 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，お互いを尊重しながら，関わり合う意識を持つことと，身の回りの

できることから助け合うという意識の醸成です。 

地域で取り組むことは，地域の様々な地域生活課題に支援ができる体制づくりと，様々な交

流を通じて，地域での助け合い・支え合いの意識を育むことです。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，子育て家庭や高齢者，障がい者，外国人市民など

が持つ様々な地域生活課題の把握と，地域生活課題に関する地域との情報共有です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，利用者の状況から見えてくる地域生活課題の把握と地

域との情報共有と，利用者の地域活動への参加に向けた体制づくりです。 

社会福祉協議会が取り組むことは，地域生活課題の相談に応じ，専門的な支援ができる組織

の紹介と，地縁団体やボランティア・ＮＰＯが行う活動についての住民への情報提供です。 
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行政の主な取組は次のとおりです。 

 

互助の啓発 

お互いに助け合うこと，すなわち互助の重要性について啓発するとともに，地域の実態やニ

ーズの把握を行い，地域福祉の向上につなげます。 

 

地域の支え合い活動の支援 

生活支援コーディネーターが地域で，地域の課題や将来についてはなし合う，学区での話し

合いの場（協議体）づくりを進めることで住民の自発的な支え合い活動を支援します。 

 

災害に備えた互助の仕組みづくり 

避難行動要支援者の情報を，準備が整った地域へ提供し，地域での互助を推進します。また，

災害発生時に避難支援を円滑に行うため，市内の全学区，地区での避難支援プランの作成を

めざします。 

 

なお，プライバシーへの配慮について地域福祉活動は，人と人との関わりの中で進められて

いくものであることから，お互いの信頼関係がなければ成り立ちません。 

地域住民や支援が必要な人などと信頼関係を築くためには，プライバシーに配慮し，個人情

報を適切に管理しつつ，上手に活用することが大切です。 

 

 

（２）理解し合う学びの機会づくり 

現状と課題 

本市では，子育て分野や高齢者・障がい者，ひきこもり支援や国際交流などあらゆる分

野で居場所づくりを進め，生きがいづくりに取り組み，相互理解の促進や人権教育，多様

性の認め合いに努めています。 

ボランティアやＮＰＯ活動について学習する機会はあまり多くはなく，活動を知って

いても参加するにはハードルが高く感じられてしまう現状があります。 

地域福祉について，子どもから高齢者，障がい者，性的マイノリティ，外国人市民など

様々な立場の人がお互いを理解し，関心を深めることで地域に住む一員としての意識を向

上させ，主体的に地域のことを考えられる環境づくりを進めていく必要があります。 

こうした状況を踏まえ，自分が住む地域を，誰もがお互いに理解しあい，共に暮らして

いける地域としていくため，様々な立場の人がお互いに学びあえる環境づくりを進めます。 
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みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，公民館，交流館，コミュニティセンター・館等で行われている学習

活動への参加と，地域の障がい者，外国人市民などの暮らしの状況や課題に関心をもつこと

です。 

地域で取り組むことは，障がい者や外国人市民も含めて，一緒に参加できる行事の開催と，

地域への関わりが薄い人に対し，参加を促すための生涯学習の周知です。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，地域住民が福祉に対する理解を深めることができ

る機会の提供と，障がい者や外国人市民に対する支援活動へ，地域住民の参加を促す取組で

す。 

社会福祉事業者が取り組むことは，職場体験の受入れや地域行事への参加を通じた福祉意

識の啓発と，地域に利用者等の状況・特性を伝える取組です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，ボランティア・ＮＰＯ等との連携による地域福祉につい

て学べる場や機会の提供と，地域に対する事業内容の周知です。 

 

行政の主な取組は次のとおりです。 

 

差別のない誰もが真に大切にされる社会の実現 

出前講座等を通じて障害者差別解消法の周知を行い，障がいや障がい者に対する差別・偏見

をなくし，理解を深める取組を進めます。 

「福山市人権尊重のまちづくり条例」に基づき様々な人権問題について正しく理解し，差別

を解消していく行動につながるよう啓発を行います。 

 

た文化共生の推進 

ふくやま国際交流協会との連携により「福山た文化共生大学」を開催し，た文化共生が根付

いたまちづくりを進めます。 
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（３）様々な支え合いの実践 

現状と課題 

本市では，子育て分野ではキラキラサポーターによる子育て家庭への情報提供や，高齢

者分野では民生委員による見守り，障がい者分野では関係団体の支援による障がい者の

社会参加の促進など，様々な分野での支え合いを推進しています。 

国のガイドラインでは，住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることがで

きる環境の整備をすることが求められています。 

地域住民やボランティア，ＮＰＯ等による社会福祉活動を促進するため，活動に必要と

なる情報や知識，技術，拠点に関する支援を行うとともに，住民や地域の自主的な活動と

行政や社会福祉協議会などとの連携が求められます。 

 

こうした状況を踏まえ，住民をはじめ各関係団体が「お互いに支え合う」という意識を

持ち，地域での支え合い・助け合いを連携しながら実践します。 

 

みんなで取り組むことは次のとおりです。 

 

住民が取り組むことは，一人暮らし高齢者や障がい者など，隣近所で支援が必要な人に対す

る見守りや声かけの実施と，空き時間を活用したボランティア活動への参加です。 

地域で取り組むことは，サロン活動等における見守りの実践と，地域内の関係団体との連携

や協力関係を深めることと，地域内外でのボランティア活動の受け皿づくりです。 

ボランティア・NPO が取り組むことは，子ども，高齢者，障がい者など，支援を必要とす

る人へのその人に応じた支援と，関係団体と連携しながら行う効果的な支援の展開と，地居

住地域でのボランティア活動への参加です。 

社会福祉事業者が取り組むことは，支援を必要とする一人ひとりのニーズに応じた支援と，

ボランティアの受入れや利用者が参加する地域活動への支援です。 

社会福祉協議会が取り組むことは，学区ボランティアの会が行う支援を必要とする人に対

する活動の支援と，関係団体と連携しながら行うネットワークづくりです。 

 

行政の主な取組は次のとおりです。 

 

多様な主体が参画する地域づくりの推進 

地域では，各種団体等で構成する学区（町）まちづくり推進委員会を中心に，様々な地域の

課題解決や活性化に取り組んでいます。幅広い世代の住民や外部人材も含めた多様な主体

が参画する地域づくりの推進を支援します。 
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支援が必要な人への支援の充実 

支援が必要な人と支援に協力できる人をマッチングさせ，地域で助け合う活動を支援しま

す。 

地域での支え合いを基本に，地域住民・団体と連携して，住み慣れた地域での日常生活の支

援を推進します。 

それぞれの能力を活かし，自分らしくくらせる地域づくりを支援します。 

 

地域と行政サービスとの連携 

地域生活課題を受け止め，適切な行政サービスを提供します。 

また，必要に応じて，専門的機関につなぎ，解決に向けた支援を行います。 

 

企業との連携 

包括連携協定を活用し，行政と企業が協力し，地域生活課題の解決に取り組みます。 
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第４章，重点施策 

 本計画で定める基本施策を推進していくために力を入れて取り組む施策として，次の３

つの施策を重点施策に設定しました。 

 

（１） 重層的支援体制の整備 

ヤングケアラーやはちまるごーまる問題など，これまでの子ども・障がい・高齢・生活困

窮といった分野別の支援体制では対応困難な複合的な課題や狭間のニーズに対応するため

に，重層的支援体制を整備し，課題を抱える人やその世帯への包括的な支援や，地域住民等

による地域福祉を推進します。「属性を問わない相談支援」，「参加支援」，「地域づくりに向

けた支援」を一体てきに実施する重層的な支援に向けて，これまでの相談支援体制を維持し

つつ，実情に応じた包括的な支援体制の整備をめざし，関係者で意見交換を進めます。 

2022 年度（令和４年度）から包括的支援体制の整備に着手し，2024 年度（令和６年

度）の本格実施をめざします。 

具体的には，属性や世代を問わずに複合的な課題に対応する「包括的相談支援体制」をは

じめ，た機関連携ネットワークやアドバイザー機能など「た機関協働事業」等の実施を段階

的に進めることで，重層的支援体制を構築します。 

 

（２） デジタル化の推進 

包括的な支援体制を支えるＩＣＴ技術の導入・活用を進め，情報共有の円滑化やＩＣＴを

活用した住民参加を促進し，地域生活課題の解決や安心安全な暮らしの実現に取り組みま

す。コロナ時代の新しい社会を見据えた都市づくりを進めるため，2021年（令和３年）３

月に策定した「福山みらい創造ビジョン」や 2021 年度（令和３年度）に策定した産業・

地域・行政の「デジタル化実行計画」では，社会のデジタル化を推進しています。 

新型コロナウイルス感染症の流行から，地域活動においても，おお人数で集まるイベント

の中止，活動の少人数化や休止などが相次ぎ，人とのつながりを保つことが難しくなってい

ます。 

デジタル技術は身体の不自由さや言葉の壁などの障がいの解消に寄与するものです。コ

ロナ禍での経験を活かし，ＳＮＳの活用やオンライン面談など，支援の必要な人が地域や支

援機関とつながることができるコミュニティを形成するため，ＩＣＴ技術の導入・活用を進

めます。また，支援機関間においても，ＩＣＴを活用してオンラインによるネットワーク会

議などにより情報共有を円滑化し，包括的な支援体制を進めます。 
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（３）地域を担う人材の育成 

地域共生社会の実現には，地域課題を住民が主体的に解決することが必要です。このため，

地域活動の担い手を増やし，地域福祉を推進する人材の育成とその環境づくりを進めます。

地域に住むすべての人がそれぞれの持つ知識や経験を活かしながら，地域の一員として役

割をにない支えあえるよう，ボランティアや地域リーダーの養成を進めます。 

また，ＳＮＳの活用など地域活動に関心がある人に対する情報発信を強化し，地域活動へ

の参加から実践につなげるための取組を段階的に進めます。 

 

第５章，計画の推進に向けて 

１，計画の推進 

計画の推進に当たっては，行政内部で構成される「福山市保健福祉推進委員会」を通じて，

全庁一丸となって取り組みます。行政と地域の多様な主体が連携し，すべての主体が実践し

ていくことで計画を推進していきます。 

 

２，計画の進行管理 

本計画に基づき，地域福祉の現状や課題を継続的に把握するために，地域に出向き，関係

団体等との意見交換の場を設けます。 

地域や行政等の取組について，計画に基づく施策が適切に実施されているかを点検・評価

します。 
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第６章，資料編 

１，策定経過 

 

2021 年（令和３年）６月８日（火）から 30日（水），地域福祉団体や事業等へのアンケ

ート調査 

 

６月 14日（月），社会福祉審議会地域福祉専門分科会第１回全体会（諮問） 

 

８月 12日（木），第１回福山市保健福祉推進委員会 

 

８月 19日（木），社会福祉審議会地域福祉専門分科会第１回専門分科会 

 

11 月 17日（水），第２回福山市保健福祉推進委員会 

 

11 月 29日（月），社会福祉審議会地域福祉専門分科会第２回専門分科会 

 

12 月 16日（木）から 2022 年（令和４年）１月 21 日（金） パブリックコメント 

 

２月９日（水），第３回福山市保健福祉推進委員会 

 

２月 22日（火），社会福祉審議会地域福祉専門分科会第３回専門分科会 

 

３月１日（火），社会福祉審議会地域福祉専門分科会，答申 
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２，福山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

（１）委員名簿（2022年〔令和４年〕3 月 31日現在） 

 

敬称略，50音順 

名前，大石たか彦，所属，福山市医師会 

名前，小野裕之，所属，福山市社会福祉協議会 

名前，かいはらかずこ，所属，福山市男女共同参画センター 

名前，河村ひろ子，所属，福山市議会 

名前，北村たまき，所属，福山市精神保健福祉家族会（バラ会） 

名前，小林貞子，所属，福山市女性連絡協議会 

名前，坂井洋子，所属，福山手をつなぐ育成会 

名前，佐藤賢一，所属，福山市自治会連合会 

名前，佐藤裕幸，所属，福山市連合民生・児童委員協議会 

名前，杉本浩章，所属，福山平成大学 

名前，多田みちお，所属，福山市老人クラブ連合会 

名前，ねもととしたろう，所属，福山市身体障害者団体連合会 

名前，野口啓示，所属，福山市立大学 

名前，廣中恵美子，所属，部落解放同盟福山市協議会 

名前，吉岡たかし，所属，広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会，2021 年 10月

５日まで，辰川よりみつ 

 

 

専門分科会長は小野裕之委員，専門分科会副会長は佐藤裕幸委員です。 
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３，福山市保健福祉推進委員会 

（１）地域福祉部会委員名簿（2022 年〔令和４年〕３月 31日現在） 

委員会 

市長公室長，企画政策部長，財政部長，総務部長，経済部長，保健福祉局長，福祉部長，

長寿社会応援部長，保健部長（保健所長），保健部参与，ネウボラ推進部長，保育施設担

当部長，まちづくり推進部長，スポーツ・青少年女性担当部長，市民部長，松永支所長，

北部支所長，東部支所長，神辺支所長，建設管理部長，土木部長，都市部長，建築部長，

教育委員会管理部長，学校教育部長，消防局警防部長 

 

委員長は保健福祉局長です。 

 

幹事会 

情報発信課長，企画政策課長，財政課長，総務課長，危機管理防災課長，経済総務課長，

産業振興課長，福祉総務課長，障がい福祉課長，生活福祉課長，高齢者支援課長，介護保

険課長，保健部総務課長，保健予防課長，健康推進課長，こども発達支援センター副所

長，ネウボラ推進課長，保育施設課長，保育指導課長，まちづくり総務課長，人権・生涯

学習課長，協働のまちづくり課長，青少年・女性活躍推進課長，スポーツ振興課長，市民

生活課長，市民課長，保険年金課長，松永保健福祉課長，北部保健福祉課長，東部保健福

祉課長，神辺保健福祉課長，建設政策課長，土木管理課長，道路整備課長，都市交通課

長，公園緑地課長，営繕課長，住宅課長，建築指導課長，教育総務課長，学事課長，学び

づくり課長，学校保健課長，指令課長 

 

代表幹事は福祉総務課長です。 
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４，福山市地域福祉計画２０２２（素案）についての意見募集 

 

（１）周知の方法 

広報ふくやま 2022年（令和４年）１月号，福山市ホームページ 

 

（２）実施期間 

2021 年（令和３年）12 月 16日（木）から 2022 年（令和４年）１月 21 日（金） 

 

（３）対象者 

市内に在住，在勤，在学している人 

市内の事業所又は事業所を有する個人及び法人その他団体 

その他，当該計画策定に当たり，利害関係を有すると認められる人 

 

（４）福山市地域福祉計画 2022（素案）の閲覧 

福山市ホームページ，市役所本庁舎（福祉総務課，市政情報室），松永保健福祉課，北部

保健福祉課，東部保健福祉課，神辺保健福祉課，沼隈支所，新市支所 

 

（５）意見募集結果 

①，提出数 ７件（個人７件） 

＜内訳＞ 

電子メール４件 

ファックス２件 

持参１件 

 

②，意見件数 36 件 

＜内訳＞ 

計画に反映したもの 15件 

市の考え方を説明するもの 12 件 

今後の施策の参考とするもの９件 

 

１通の意見に複数の内容が記載されている場合は，それぞれの内容ごとに整理 
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５，用語解説 

 

あぎょう 
 

アウトリーチ 

  生活上の課題を抱えながらも自ら援助にアクセスできない個人や家族に対し，家庭や

学校等への訪問支援，当事者が出向きやすい場所での相談会の開催，地域におけるニーズ

発見の場や関係づくりなどにより，支援につながるよう積極的に働きかける取組のこと。 

 

エスディージーズ（Sustainable Development Goals） 

2015 年（平成 27 年）９月の国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」持

続可能で多様性とほうせつ性のある社会の実現のための，2030 年（令和 12 年）を期

限とする 17の国際目標とそれらを達成するための具体的な 169 のターゲット。 

 

ＮＰＯ 

営利を目的とせず，様々な分野で社会的・公益的な活動をおこなっている団体。このう

ち，特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づいて法人格を取得した法人を特定非営利活

動法人（ＮＰＯ法人）という。 

 

かぎょう 
 

権利擁護 

住み慣れた地域で誰もが安心して，自分らしく暮らし続けることができるように，生命

と財産を守るとともに，自立を支援し自己実現と社会参加を促す活動や考え方。 

 

公益 

社会一般の利益。公共の利益。 

 

合計特殊出生率 

一人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標。 

 

互助 

近隣の助けあいやボランティア等，個人的な関係性を持つ人同士が助けあい，それぞれ

が抱える生活課題等に取り組むこと。 
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さぎょう 
 

サロン（ふれあい・いきいきサロン） 

身近な地域で，市民やボランティアなどが協働で企画・運営している仲間づくりのため

の場。高齢者や障がいのある人，子育て中の人などの交流の場として活用されている。 

 

自助 

介護予防活動に取り組む，災害時身を守るなど，自ら動き，自らの力で住み慣れた地域

で暮らすために課題等に取り組むこと。 

 

市民後見人 

成年後見制度において，親族や専門職（弁護士，司法書士，社会福祉士など）以外の後

見人として，家庭裁判所から選任を受けた一般の市民であり，地域における支え合いの視

点から，見守りや財産の管理などの後見活動を展開する権利擁護の新しい担い手。 

 

社会資源 

利用者がニーズを充足したり，問題を解決するために活用される各種の制度・サービス，

施設・機関・集団・個人等の有する知識や技術等を総称していうもの。 

 

重層的支援体制整備事業 

2020 年（令和２年）の社会福祉法の改正により創設された国の事業。市町村全体の

支援機関・地域の関係者が断らず受け止め，つながり続ける支援体制を構築することをコ

ンセプトに，「属性を問わない相談支援」，「参加支援」，「地域づくりに向けた支援」の３

つの支援を一体てきに実施することが求められている。 

 

生涯学習 

スポーツ活動，文化活動，ボランティア活動，趣味など一人ひとりが，その生涯にわた

って，あらゆる機会に，あらゆる場所において学習することができ，その成果を適切に生

かすこと。 

 

障害者差別解消法 

正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい，行政機関や事

業者に対して，障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や，障がい者から社会的障

壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合の，合理的配慮の提供について

定めた法律。 
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小地域 

住民の顔がみえる範囲の日常生活圏域。 

 

生活困窮者 

就労の状況，心身の状況，地域社会とのかんけい性その他の事情により，経済的に困窮

し，最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人。 

 

生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし，地域

において，生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能

（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす人。地域支え合い推進員ともいう。 

 

成年後見制度 

認知症や知的障がい，精神障がいなどで，判断能力が十分でない人が，契約行為や財産

の管理などをするときに不利益が生じることがないよう，家庭裁判所が後見人等の支援

者を選び，法律的なことや生活面に配慮しながら必要な支援をする制度。 

 

たぎょう 
 

た文化共生 

国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的ちがいを認め合い，対等な関係を築こう

としながら，地域社会の構成員として共に生きていくこと。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて，地域住民や

地域の多様な主体が参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えてつながることで，住

民一人ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていく社会。 

 

地域ケア会議 

高齢者個人に対する支援や介護を必要とする高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい

生活を可能な限り継続できる「地域包括ケアシステム」の構築のための手法。地域包括支

援センター又は市が主催し，医療，介護等のた職種が協働して高齢者の個別課題の解決を

図るとともに，地域に共通した課題を明確化する。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
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とができるよう，住まい，医療，介護，介護予防，生活支援が一体てきに提供される体制。 

 

地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように保健・福祉などの様々な

支援を総合的に行う機関。地域包括ケアシステム構築に向けて中核的な役割を担う。 

 

 

なぎょう 
 

認知症カフェ 

認知症の人と家族，地域住民，専門職などの誰もが参加でき，集うことができる場。 

 

ネウボラ 

フィンランド語で「ネウボ」は助言やアドバイス，「ラ」は場所を意味する。安心して

妊娠，出産，子育てができるよう，切れ目のない支援を提供する制度。 

は行 

はちまるごーまる問題 

従来から指摘されてきた「ひきこもり」の長期化，高年齢化により，親が 80 代，子が

50 代を迎えたまま地域から孤立し，生活に行き詰まるといった地域課題。 

 

ひきこもり 

様々な要因の結果として社会的参加を回避し，原則的には６か月以上にわたって概ね

家庭にとどまり続けている状態。 

 

避難行動要支援者 

高齢者や障がい者など，災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し，安全な場所に自

力で避難することが困難で支援が必要な人。 

 

福祉を高める会 

福山市社会福祉協議会が関わって，小地域で福祉活動を進めていく組織（地区社協）。

小学校区単位に「学区の福祉を高める会」を，また，自治会（町単位）に「福祉会」を組

織している。さらに学区の福祉を高める会と協働して活動する「学区ボランティアの会」

を組織し，地域ぐるみの活動を展開している。 
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まぎょう 
 

まちづくり推進委員会 

地域の課題解決や活性化，コミュニティの育成等に取り組むため，概ね小学校区（町）

ないの自治会（町内会）及び各種団体等により構成した組織。 

 

民生委員・児童委員 

福祉に関する地域住民の相談に乗り，課題解決のために地域住民と関係機関を結ぶパ

イプ役として，地域住民の福祉の向上に努める奉仕者。 

 

やぎょう 
 

ヤングケアラー 

家族にケアを要する人がいる場合に，大人が担うようなケア責任を引き受け，家事や家

族の世話，介護，感情面のサポートなどをおこなっている 18歳未満の子ども。 

 

ユニバーサルデザイン 

障がいの有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう，あら

かじめ，都市や生活環境をデザインする考え方。 
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福山市地域福祉計画 2022 

本編の内容は以上です。 
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